
＜サービス利用料金＞  

下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金をお支払い下さい。（下記サービスの利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。） 

   利用時間 9:00 ～ 16:00  食事代は含まれておりません。昼食代は別途（５００円）です。 

①通所介護＜通常規模型  ７時間以上８時間未満＞（１回あたり） 

介 護 度 利用料 
入浴介助 

加算（Ⅰ） 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

利用者負担（合計金額） 

(1 割負担) （2 割負担） （3 割負担） 

要 介 護 １ ６，５８０円 

４００円 ２２０円 

７２０円 １，４４０円 ２，１６０円 

要 介 護 ２ ７，７７０円 ８３９円 １，６７８円 ２，５１７円 

要 介 護 ３ ９，０００円 ９６２円 １，９２４円 ２，８８６円 

要 介 護 ４ １０，２３０円 １，０８５円 ２，１７０円 ３，２５５円 

要 介 護 ５ １１，４８０円 １，２１０円 ２，４２０円 ３，６３０円 

 

②通所型サービス 

総合事業対象者（週１回程度）・要支援１  

利用頻度 基本利用料 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
利用者負担(1 割) 利用者負担(2 割) 利用者負担(3 割) 

月４回まで ４，３６０円/１回 
８８０円/月 

４３６円×回数＋（８８） 
８７２円×回数＋（１７

６） 

１，３０８円×回数＋（２６

４） 

月４回越え １７，９８０円/月 １，７９８円 ３，５９６円 ５，３９４円 

総合事業対象者（週２回程度）・要支援２ 

利用頻度 基本利用料 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
利用者負担(1 割) 利用者負担(2 割) 利用者負担（3 割） 

月８回まで ４，４７０円/１回 
１，７６０円/月 

４４７円×回数＋（１７

６） 

８９４円×回数＋（３

５２） 

１，３４１円×回数＋（５２

８） 

月８回越え ３６，２１０円/月 ３，６２１円 ７，２４２円 １０，８６３円 



 

③通所型サービスＡ 

総合事業対象者（週１回程度）・要支援１  

利用頻度 基本利用料 利用者負担(1 割) 利用者負担(2 割) 利用者負担(3 割) 

月４回まで ３，０５０円/１回 ３０５円×回数 ６１０円×回数 ９１５円×回数 

月４回越え １２，５９０円/月  １，２５９円 ２，５１８円 ３，７７７円 

総合事業対象者（週２回程度）・要支援２ 

利用頻度 基本利用料 利用者負担(1 割) 利用者負担(2 割) 利用者負担(3 割) 

月８回まで ３，１３０円/１回 ３１３円×回数 ６２６円×回数 ９３９円×回数 

月８回越え ２５，３５０円/月  ２，５３５円 ５，０７０円 ７，６０５円 

 

 

☆サービス提供体制強化加算（Ⅰ）は、介護職員のうち、介護福祉士の資格者を７０％以上配置している。または、勤続１０年以上の介護福祉士の資格者を

２５％以上配置しているため加算させていただいています。 

☆家族が送迎した場合は、片道４７０円（１割負担４７円・２割負担９４円・３割負担１４１円）減算となります。 

☆延長利用時は、下記のとおり延長加算を頂きます。 

９時間以上１０時間未満利用は    ５００円 （１割負担 50 円・２割負担 100 円・３割負担 150 円）  

１０時間以上１１時間未満利用は １，０００円 （１割負担 100 円・２割負担 200 円・３割負担 300 円） 

 

※①通所介護、②通所型サービス、③通所型サービスＡ、には別途、月の合計額に 5.9％の介護職員処遇改善加算と 1.2％の介護職員等特定職員処遇改善加算、

1.1％の介護職員等ベースアップ等支援加算が加わります。介護職員処遇改善加算とは、介護職員の賃金改善や人事制度の整備、職員の教育・研修、職場環境

の改善に使われます。介護職員等特定職員処遇改善加算とは、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員等の処遇改善を図る加算です。介護職員

等ベースアップ等支援加算とは、介護職員等の更なるベースアップを目的とした加算です。


